
１、現状
（１）職種ごとの平均給与・平均年齢等

平均給与

歳 円 円 円

歳 円 円 円

歳 円 円 円

歳 円 円 円

歳 円 円 円

歳 円 円

歳 円 円 円

※「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、住居手当、時間外勤務手当などの諸手当の額を
合計したものである。

（２）職種ごとの年齢別の職員数

３２～３５歳 ３６～３９歳４０～４３歳４４～４７歳４８～５１歳５２～５５歳５６～５９歳 ６０歳以上

※平成１９年４月１日現在のデータである。

※２０代の職員がいないため３２歳から載せている。

（３）その他給与に関する事項
ア、給料表

行政職給料表（二）ア、イ適用
イ、特殊勤務手当

平成１９年度から特殊勤務手当廃止
ウ、昇格基準

毎年１月１日に前１年間における勤務成績に応じ、４号級（５５歳を超える場合は２号級）を標準として昇給
する。なお、抑制期間につき、平成２３年までの間、４号級は３号級に２号級は１号級の昇給とする。

２、基本的な考え方
行政改革大綱により、現在に至るまで①時間外手当のカット②退職者不補充③特勤手当の廃止④給与構造見直し
における給料表の見直し等順次行ってきた。
今後も引き続き、時間外手当の抑制に努め、退職者不補充については臨時職員対応していく予定である。

３、具体的な取組内容
退職時特昇はすでに廃止している。昇給については、国に準じ、平成２３年まで昇給抑制を行う。給料表は国に準
ずる。手当については、平成１９年度から特勤手当を廃止している。

４、その他
職員については、平成２０年度に１人退職、平成２５年に１人退職となる。退職者不補充のため臨時職員で対応
する。

※「技能労務職の職種と民間の職種等の比較にあたり、年齢、業務内容、雇用形態等の点において完全
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技能労務職員等の給与等の見直しに向けた取組方針
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民間データ

※「平均給料月額」とは、１９年４月１日現在における各職種ごとの職員の基本給の平均である。
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